
神
奈
川
県
淘
綾
郡
大
磯
町
大
磯
千
三
百
五
拾
壱
番
地

平
民
農
　
三

宅

藤
兵
衛
（
印
）

嘉
永
元
年
四
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
三
百
四

拾
八
番
地

平
民
商
　
原

長

蔵
（
印
）

天
保
十
一

年
九
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
二

百
六
拾
六
番
地

平
民
商
　
荻

野

誠

一

（
印
）

嘉
永
四
年
十
一

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
二

百
六
拾
七
番
地

平
民
農
　
加

藤

整

吉
（
印
）

天
保
七
年
四

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
二

百
九
拾
七
番
地

平
民
農
　
杉
岡

半
右
衛
門
（
印
）

天
保
十
一

年
三
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
三
百
七
番
地

平
民
農
　
三

宅

定

七
（
印
）

天
保
十
一

年
三
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
四

百
六
拾
八

番
地

平
民
農
　
鈴
木

安
右
衛
門
（
印
）

天
保
十
年
三
月
廿
五
日
生

同
県
同
郡
同
町
同
四

百
六
拾
壱
番
地

平
民
農
　
中

川

金
太
郎
（
印
）

安
政
四
年
十
一

月
十
五
日
生

同
県
同
郡
同
町
同
千
八
百
五
拾
三
番
地

平
民
農
　
豊

田

嘉
兵
衛
（
印
）

天
保
八

年
七
月
晦
日
生

同
県
同
郡
同
町
同
千
八
百
五
拾
八
番
地

平
民
農
　
渡

辺

経
治
郎
（
印
）

嘉
永
三
年
四

月
八
日
生

同
県
同
郡
同
町
同
千
八
百
六
拾
壱
番
地

平
民
農
　
佐

藤

儀
兵
衛
（
印
）

文
政
十
二

年
五
月
十
二

日
生

同
県
同
郡
同
町
同
四
百
七
拾
四

番
地

平
民
農
　
島

田

忠
三
郎
（
印
）

天
保
五
年
三
月
十
八
日

生

同
県
同
郡
同
町
同
字
九
百
六
十
二

番
地

平
民
商
　
出

口

利

三
（
印
）

天
保
十
二

年
八
月
生

同
県
同
郡
同
町
九
百
八
十
五
番
地
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平
民
商
　
横

田

金
太
郎
（
印
）

天
保
十
二

年
四
月
生

同
県
同
郡
同
町
九
百
七
十
一

番
地

平
民
商
　
片
野

惣
右
衛
門
（
印
）

弘
化
二

年
四
月
生

同
県
同
郡
同
町
九
百
六
十
八
番
地

平
民
商
　
石

内

好

一

（
印
）

安
政
二

年
七
月
生

同
県
同
郡
同
町
九
百
六
十
六
番
地

平
民
工

業
　
須

藤

善

吉
（
印
）

天
保
七
年
二

月
生

同
県
同
郡
同
町
九
百
六
十
七
番
地

平
民
工

業
　
鈴

木

長

吉
（
印
）

天
保
七
年
正
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
八
十
三
番
地

平
民
農
　
石
井
源
太
左
衛
門
（
印
）

弘
化
三
年
十
二

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
百
三
拾
三
番
地

平
民
農
　
尾

上

鋋

吉
（
印
）

安
政
五
年
八
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
百
五
番
地

平
民
農
　
中

川

良

知
（
印
）

天
保
十
二

年
二

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
百
四
番
地

平
民
農
　
宮

代

謙

吉
（
印
）

弘
化
元
年
七
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
百
廿
壱
番
地

平
民
農
　
山

本

秀

三
（
印
）

天
保
八
年
十
一

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
八
十
八
番
地

平
民
農
　
今

村

利
兵
衛
（
印
）

弘
化
四
年
六
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
五
拾
壱
番
地

平
民
農
　
鈴

木

佐

平
（
印
）

天
保
七
年
正
月
廿
五
日
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
三
拾
弐
番
地

平
民
農
　
小

島

壮

三
（
印
）

天
保
十
年
六
月
廿
六
日
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
三
拾
番
地

平
民
商
　
鈴

木

儀
兵
衛
（
印
）
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嘉
永
六
年
十
二

月
十
七
日

生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
四
拾
九
番
地

平
民
農
　
川

崎

末

吉
（
印
）

弘
化
四

年
六
月
十
日
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
四

拾
三
番
地

平
民
農
　
奥

山

良

助
（
印
）

嘉
永
元
年
三
月
三
日
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
四
拾
七
番
地

平
民
商
　
鈴

木

謙

真
（
印
）

弘
化
二

年
六
月
十
一

日
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
第
千
五
百
九
十
七
番
地

平
民
農
　
船

橋

周

蔵
（
印
）

万
延
元
年
十
一

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
第
千
五
百
九
十
六
番
地

平
民
商
　
岩

田

源
兵
衛
（
印
）

天
保
二

年
正
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
第
千
五
百
七
十
三
番
地

平
民
農
　
三
武

弥
左
衛
門
（
印
）

文
政
二

年
二

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
第
千
六
百
九
拾
番
地

平
民
質
商
　
西

海

惣
兵
衛
（
印
）

嘉
永
二

年
十
一

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
第
千
五
百
八
十
九
番
地

平
民
農
　
川
崎

孫
右
衛
門
（
印
）

天
保
六
年
三
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
第
千
六
百
九
十
二

番
地

平
民
農
　
宮

代

勘
治
郎
（
印
）

弘
化
元
年
十
一

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
百
九
拾
六
番
地

平
民
農
　
石
井
市
郎
左
衛
門
（
印
）

文
政
五

年
六
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
百
九
十
八
番
地

平
民
農
　
二

宮

久

蔵
（
印
）

天
保
六
年
九
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
二

百
六
番
地

平
民
農
　
伊
藤

源
右
衛
門
（
印
）

弘
化
二

年
二

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
二

百
拾
四

番
地

平
民
農
　
波
多
野

信

蔵
（
印
）

天
保
十
三
年
九
月
生
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同
県
同
郡
同
町
同
字
千
二

百
廿
六
番
地

平
民
農
　
渡

辺

平
兵
衛
（
印
）

天
保
元
年
十
二

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
百
三
拾
九
番
地

平
民
農
　
長

島

半
兵
衛
（
印
）

嘉
永
三
年
六
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
百
番
地

平
民
農
　
宮

代

新
太
郎
（
印
）

安
政
元
年
五
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
五
百
二

拾
番
地

平
民
農
　
佐

藤

恵

洞
（
印
）

天
保
十
四
年
五
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
五
百
六
十
二

番
地

平
民
農
　
脇

安
五
郎
（
印
）

慶
応
元
年
十
二

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
四

百
四

番
地

平
民
商
　
真

間

政

吉
（
印
）

安
政
六
年
十
二

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
四

百
九
十
四

番
地

平
民
商
　
宮
代

伊
右
衛
門
（
印
）

嘉
永
六
年
十
二

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
千
三
百
四
十
二

番
地

平
民
農
　
真

間

長
五
郎
（
印
）

嘉
永
二

年
四

月
生

同
県
同
郡
同
町
西
小
磯
百
廿
三
番
地

平
民
農
　
柳
田
五

郎
左
衛
門
（
印
）

文
政
六
年
十
一

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
四
拾
壱
番
地

平
民
農
　
江
藤
四
郎
左
衛
門
（
印
）

文
政
二

年
四

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
百
廿
四

番
地

平
民
農
　
波
多
野
庄
左
衛
門
（
印
）

文
政
六
年
八
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
百
四

拾
八
番
地

平
民
農
　
柳

田

幸

七
（
印
）

文
政
十
二

年
四

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
七
拾
番
地

平
民
農
　
土
屋
市
郎
左
衛
門
（
印
）

弘
化
三
年
十
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
四

拾
番
地
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平
民
農
　
鈴
木

五
右
衛
門
（
印
）

文
政
七
年
七
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
三
百
四
十
番
地

平
民
農
　
西

方

伝
兵
衛
（
印
）

文
化
十
二

年
五
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
三
百
四
十
七
番
地

平
民
農
　
仲
川

仙
右
衛
門
（
印
）

天
保
九
年
九
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
二

百
廿
六
番
地

平
民
農
　
小

見

忠
兵
衛
（
印
）

天
保
八

年
十
一

月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
六
百
拾
二

番
地

平
民
農
　
仲
手
川
半
左
衛
門
（
印
）

天
保
七
年
三
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
五
百
四
十
八

番
地

平
民
農
　
二

挺
木

長
兵
衛
（
印
）

天
保
九
年
五
月
生

同
県
同
郡
同
町
同
字
二

百
廿
七
番
地

平
民
農
　
渡

辺

平
兵
衛
（
印
）

嘉
永
五

年
十
月
生

（「
中
川
家
文
書
」
大
磯
町
教
育
委
員
会
蔵
）

（
注
）
本
資
料
は
明
治
二

十
四
年
下
半
期
の

も
の

と

推
定
さ
れ
る
。

一

八
二

　
久
良
岐

橘
樹

都
筑
三
郡
地
価
修
正
請
願
同
盟
会

規
則

久
良
岐
橘
樹
都
筑
三
郡
地
価
修
正
請
願
同
盟
会
規
則

第
一

条
　
本
会
ハ

三
郡
地
価
修
正
請
願
同
盟
者
ノ

結
合
ニ

シ

テ
政
府
及
貴
衆
両

院
ヘ

地
価
修
正
ヲ

請
願
シ

地
租
ノ

軽
減
ヲ

貫
徹
セ

ン

コ

ト
ヲ

目
的
ト
ス

第
二

条
　
本
会
ハ

県
下
各
郡
ノ

同
盟
会
ト

連
合
一

致
シ

而
シ

テ
一

府
十
九
県
ノ

地
価
修
正
請
願
同
盟
ヘ

加
入
シ

地
価
修
正
請
願
ノ

準
備
ヲ

計
画
ス

ル

モ

ノ

ト

ス

第
三
条
　
本
会
ハ

会
場
ヲ

神
奈
川
町
ニ

置
ク

第
四
条
　
本
会
ノ

会
員
ハ

各
郡
ノ

地
主
ヲ

以
テ

組
織
ス

第
五
条
　
本
会
ハ

時
宜
ニ

依
リ
委
員
会
ヲ

開
キ

地
価
修
正
請
願
ノ

手
続
ヲ

協
議

シ

其
状
況
ヲ

会
員
ニ

報
告
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
六
条
　
本
会
ニ

委
員
三
名
町
村
ニ

委
員
三
名
ヲ

置
ク

第
七
条
　
本
会
委
員
ハ

町
村
委
員
ノ

互
選
ト
シ

町
村
委
員
ハ

其
町
村
会
員
中
ヨ

リ
選
挙
シ

其
任
期
ハ

六
ケ
月
ト
ス

第
八
条
　
本
会
委
員
ハ

地
価
修
正
ノ

方
法
ヲ

調
査
シ

本
会
ノ

諸
務
ヲ

整
理
担
任
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ス

第
九
条
　
本
会
委
員
ハ

本
県
同
盟
会
及
一

府
十
九
県
連
合
同
盟
会
ヘ

出
席
シ

本

会
ヲ

代
表
シ

テ
意
見
ヲ

述
フ

ル

モ

ノ

ト
ス

第
十
条
　
町
村
委
員
ハ

会
費
ヲ

徴
収
シ

町
村
会
員
ノ

諸
務
ヲ

整
理
担
任
ス

第
十
一

条
　
本
会
ノ

費
用
ハ

適
宜
ノ

方
法
ヲ

以
テ
会
員
ニ

於
テ
分
担
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
十
二

条
　
本
会
委
員
ハ

会
議
及
ヒ

調
査
ノ

件
ニ

付
他
ニ

出
張
ス

ル

ト
キ
ハ

旅

費
手
当
ヲ

支
給
ス

其
額
ハ

会
議
ノ

決
議
ヲ

以
テ
定
ム

第
十
三
条
　
本
会
ハ

廿
四
年
九
月
ヨ

リ
設
置
シ

来
年
二

月
ヲ

限
リ
散
会
ス

尤
モ

時
宜
ニ

依
リ
衆
議
ニ

付
シ

テ
伸
縮
ス

ル

コ

ト

ア
ル

ベ

シ

第
十
四
条
　
本
会
ニ

要
ス

ル

経
費
ハ

予
算
ヲ

定
メ

委
員
会
ノ

決
議
ヲ

以
テ
確
定

ス

第
十
五

条
　
本
会
ノ

規
約
ハ

委
員
会
ニ

於
テ
三
分
ノ
一

以
上
ノ

動
議
ニ

ア
ラ
サ

レ

ハ

加
除
更
正
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ス

（
飯
田
助
丸
氏
蔵
）

一

八
三

　
地
価
修
正
請
願
書

地
価
修
正
請
願
書

我
邦
従
来
農
ヲ

以
テ
建
国
ノ

基
本
ト
ナ
ス

然
レ

ト
モ

当
時
未
タ
税
法
晰
ナ
ラ
ス

数
理
精
カ
ラ
ス

是
ヲ

以
唯
僅
ニ

検
地
竿
入
等
散
漫
ナ
ル

手
段
ニ

由
リ
面
積
税
率

ヲ

規
定
シ

タ
ル

者
ニ

シ

テ
其
不
完
全
ナ
ル

洵
ニ

弁
ヲ

俟
サ
ル

也
加
ル

ニ

所
在
地

頭
領
主
ヲ

異
ニ

セ

ン

カ

故
ニ

広
狭
均
カ
ラ
ス

軽
重
一

ナ
ラ
ス

甘
苦
其
平
ヲ

得
ス

シ

テ
河
ノ

南
北
モ

猶
且
恩
怨
ヲ

異
ニ

ス

ル

ノ

観
ア
リ
シ

也

明
治
大
政
維
新
侯
伯
其
版
図
ヲ

奉
還
シ

全
国
再
ヒ

　
皇
沢
ニ

沐
浴
ス

ル

ニ

迨
ン

テ
ハ

奈
何
ソ

之
レ

ヲ

忽
諸
ニ

付
ス

ヘ

ケ
ン

ヤ

宜
ク
画
一

平
等
ノ

方
針
ニ

ヨ

リ
広

狭
軽
重
ノ

弊
ヲ

矯
正
シ

恩
ニ

感
シ

怨
々

泣
ク
ノ

民
ナ
カ
ラ
シ

メ
ン

コ

ト
ヲ

期
セ

サ
ル

ヘ

カ
ラ
ス

我
政
府
ガ

明
治
六
年
発
布
シ

タ
ル

地
租
改
正
条
例
ノ

主
意
葢
シ

〓
ニ

ア
ル

カ

然
リ
而
シ

テ
我
政
府
ハ

此
条
例
ニ

由
リ
米
価
ヲ

以
地
価
ノ

本
位
ト

ナ
シ

土
地
測
量
ヲ

行
ヒ

地
租
改
正
ヲ

実
行
シ

タ
リ
然
レ

ト
モ

当
時
運
輸
交
通
ノ

便
未
タ
充
分
ナ
ラ
ス

是
ヲ

以
テ
全
国
ヲ

串
通
ス

ル

米
価
ナ
カ

リ
シ

ノ

ミ
ナ
ラ
ス

所
在
著
キ
相
異
ア
ル

ヲ

見
ル

加
之
歳
月
ヲ

費
ス

ノ

長
キ
明
治
六
年
ヨ

リ
十
四
年

ニ

度
ル

九
年
間
各
地
各
年
ノ

相
場
非
常
ナ
ル

懸
隔
ヲ

示
シ

殊
ニ

財
政
ノ

紀
綱
未

タ
其
緒
ニ

就
カ

サ
ル

ノ

初
ニ

際
シ

紙
幣
ノ

増
減
常
経
ヲ

外
レ

為
ニ

物
価
ノ

動
揺

甚
ク
一

上
一

下
乱
貴
乱
賤
更
ニ

底
止
ス

ル

所
ナ
シ

是
ヲ

以
本
位
米
価
ニ

就
テ
到

底
精
確
ノ

算
定
ヲ

ナ
ス

能
ハ

サ
リ
シ

也

初
メ
政
府
ハ

全
国
ヲ
シ

テ
平
等
均
一

ノ

比
率
ニ

従
ハ

シ

メ
ン

コ

ト
ヲ

期
シ

タ
ル

ニ

相
違
ナ
カ
ル

可
シ

然
レ

ト
モ

上
来
ノ

事
情
ハ

実
ニ

有
司
ヲ

シ

テ
能
ク

此
一

大

艱
難
事
業
ヲ

落
シ

得
ル

ヤ

否
ヤ
ニ

就
テ
危
疑
ノ

念
ヲ

抱
カ
シ

メ
シ

者
ア
ル

信
セ
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ス

ン

ハ

ア
ラ
ス

故
ニ

有
司
ハ

焦
心
苦
慮
ノ

極
先
一

策
ヲ

画
シ

二

三
地
方
ニ

試
行

シ

誘
フ
ニ

低
廉
ノ

地
価
ト
寛
広
ノ

面
積
ヲ

以
テ
シ

之
ニ

因
テ
他
ヲ

勧
誘
シ

テ
地

租
改
正
ニ

着
手
セ

シ

メ

漸
ク
正
経
ノ

秩
序
ニ

至
ラ
シ

メ
ン

コ

ト
ヲ

期
セ

リ
既
ニ

着
手
ス

ル

ノ

後
其
功
ヲ

奏
ス

ル

ニ

至
ル

マ

テ
歳
ヲ

閲
ス

ル

十
年
ノ

久
キ
ニ

度
ル

於
是
乎
官
吏
悉
ク
疲
憊
シ

人
民
漸
ク

倦
怠
争
フ

テ
事
ノ

終
ル

ヲ

望
ミ

又
利
害
得

失
ヲ

源
究
セ

サ
ル

者
ア
ル

ニ

至
レ

リ
間
々

旧
石
高
ノ

収
穫
ヲ

割
当
若
ハ

負
担
額

ヲ

計
量
シ

テ
之
レ

ヲ

郡
村
ニ

割
賦
シ

以
テ
方
々

此
事
ノ

局
ヲ

結
ヘ

ル

者
少
ト
セ

ス

故
ニ

最
初
ニ

着
手
セ

ル

者
ハ

頗
ル

寛
典
ニ

浴
シ

中
ニ

従
事
セ

ル

者
稍
正
当
ヲ

得
終
リ
ハ

幾
ン

ト

濫
ニ

失
ス

而
シ

テ
其
稍
正
当
ト

称
ス

ル

モ

ノ

又
前
段
述
ル

カ

如
ク
各
地
甚
タ
異
ナ
ル

ノ
ミ

ナ
ラ
ス

高
低
常
ナ
キ
ノ

米
価
ヲ

以
テ
地
価
ノ

本
位

ト
ナ
セ

ル

モ

ノ

也
况
ヤ

其
他
オ
ヤ

当
時
測
定
シ

タ
ル

地
積
未
タ
必
ス

シ
モ

完
然

ナ
ラ

サ
リ
シ

ハ

某
等
ノ

視
聴
ニ

上
ル

者
已
ニ

久
シ

加
之
当
時
算
出
シ

タ
ル

地
価

ト
之
ニ

比
例
ス

ル

地
租
ノ

如
キ
頗
ル

失
当
ノ

者
亦
多
ク
未
タ
三
年
ヲ

出
テ
サ
ル

ニ

早
ク
已
ニ

幾
多
ノ

米
租
怠
納
者
ヲ

出
ス

ニ

至
レ

リ
是
経
済
上
恐
惶
ニ

依
ル

ト

ハ

言
ヘ

地
価
ノ

当
ヲ

得
サ
リ
シ

モ

ノ

与
テ
更
ニ

大
ナ
ル

原
因
タ
ラ
サ
レ

ハ

ア
ラ

ス吾
人
ハ

別
ニ

明
細
ナ
ル

修
正
意
見
表
ヲ

添
付
シ

タ
ル

ヲ

以
テ
是
等
地
価
本
位
ノ

甚
タ
乱
雑
ナ
ル

ハ

一

見
了
解
セ

ラ
ル

ヘ

シ

ト
信
ス

今
ヤ

運
輸
交
通
ノ

便
大
ニ

開

ケ
当
時
僅
ニ

数
十
哩
ニ

過
キ
サ
リ
シ

鉄
路
ハ

将
ニ

正
ニ

全
国
ニ

普
及
セ

ン

ト
ス

ル

ニ

至
リ
山
間
僻
地
モ

都
府
市
街
モ

甚
シ

ク
米
価
ニ

高
低
ヲ

示
サ
ス

加
フ

ル

ニ

兌
換
ノ

制
確
立
ス

ル

既
ニ

久
シ

ク
物
価
亦
安
定
シ

漸
ク
米
価
ノ

真
位
ヲ

知
ル

ニ

難
カ
ラ
サ
ラ
ン

ト
ス

ル

ニ

至
レ

リ
此
ニ

於
テ
カ

各
県
ニ

於
ケ
ル

制
定
的
地
価
ト

売
買
的
地
価
ノ

間
著
キ
貴
賤
高
低
ノ

差
瞭
然
ト
シ

テ
覆
フ

可
カ

ラ
ス

啻
ニ

覆
フ

ヘ

カ
ラ
サ
ル

ノ

ミ
ナ
ラ
ス

従
来
山
壑
重
畳
ノ

間
ニ

在
テ
米
価
ノ

卑
賤
ナ
リ
シ

地

モ

今
ヤ

鉄
路
ノ

便
ニ

拠
リ
忽
其
価
ヲ

騰
貴
シ

先
キ
ニ

ハ

他
州
ヨ

リ
高
貴
ニ

買
入

レ

タ
ル

モ

ノ
モ

今
ヤ

低
廉
ニ

輸
入
ス

ル

ニ

至
リ
前
者
ハ

大
ニ

其
地
価
ヲ

騰
貴
シ

後
者
ハ

却
テ
之
ヲ

低
落
セ

シ

メ

此
等
相
場
ノ

平
均
ニ

依
リ
各
地
交
々

損
益
ヲ

異

ニ

シ

到
底
当
時
算
定
ノ

地
価
乃
現
行
地
価
ノ

甚
シ

キ
不
平
均
ニ

堪
フ

ヘ

カ
ラ
サ

ラ
シ

ム

ル

ニ

至
レ

リ
曩
ニ

政
府
ハ

特
別
地
価
修
正
ノ

挙
ヲ

ナ
セ

リ
ト
雖
ト
モ

是

レ

其
尤
ト
モ

甚
シ

キ
者
ニ

就
テ
尤
ト
モ

僅
カ

ナ
ル

救
済
ヲ

与
ヘ

シ
ニ

過
キ
ス

シ

テ
頗
ル

不
充
分
ナ
ル

ヲ

免
レ

サ
ル

ナ
リ
若
シ

夫
レ

完
全
ヲ

希
望
セ

ハ

此
際
再
ヒ

地
租
改
正
ヲ

施
行
ス

ル

ニ

如
ク
ナ
シ

ト
雖
ト
モ

是
固
ヨ

リ
百
年
ノ

至
難
事
業
豈

屢
々

ス

ル

ヲ

得
ヘ

ケ
ン

ヤ

且
夫
レ

当
時
ノ

事
業
今
ニ

於
テ
用
ユ

ヘ

カ

ラ
サ
ル

モ

ノ

地
価
ノ

ミ

地
価
ノ

本
位
ハ

米
価
ナ
リ
米
価
ヤ
一

時
変
動
ア
リ
シ
モ

要
ス

ル

ニ

最
近
五
年
間
ハ

殆
ン

ト
一

定
ノ

進
ミ
ヲ

ナ
セ

リ
盖
シ

其
然
ル

所
以
ノ

者
ハ

運
輸

交
通
ノ

便
ニ

ヨ

リ
米
ノ

需
用
供
給
先
ツ

全
国
ニ

平
均
ス

ル

ニ

依
ラ
ス

ン

ハ

ア
ラ

ス

之
レ

ヲ

以
先
ツ

米
価
ヲ

標
準
ト
ス

ル

モ

甚
シ

キ
誤
謬
ナ
カ
ル

ヘ

シ

何
ト
ナ
レ

ハ

之
ヨ

リ
下
ラ
ン

カ
全
国
共
ニ

下
ラ
ン

之
ヨ

リ
上
ラ
ン

全
国
共
ニ

上
ラ
ン

騰
貴
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ス

ル

モ

低
落
ス

ル

モ

同
比
例
ヲ

外
ル

ヽ

コ

ト
ナ
カ
ル

ヘ

ケ
レ

ハ

ナ

リ
故
ニ

今
日

ニ

於
テ
ハ

地
価
ノ

本
位
タ
ル

米
価
ヲ

知
ル

ハ

容
易
ナ
リ

今
日
ノ

急
務
ハ

新
ニ

出
テ
来
レ

ル

本
位
ニ

従
カ
ヒ

悉
ク
全
国
耕
地
ノ

価
格
ヲ

改

算
シ

以
全
国
均
一

ノ

負
担
ヲ

ナ
サ
シ

ム

ル

ニ

在
リ
故
ニ

吾
人
ハ

恭
シ

テ
左
ニ

請

願
ス

一

　
各
府
県
ニ

於
テ
調
査
シ

タ
ル

最
近
五
年
間
平
均
ノ

米
価
ヲ

標
準
ト
ナ
シ

現

在
各
府
県
耕
地
ノ

地
価
ヲ

改
算
ス

ル

事

吾
人
カ

敢
テ
此
請
願
ヲ

提
出
ス

ル

所
以
ノ
モ

ノ
ハ

上
来
論
述
ス

ル

カ

如
ク
正
経

至
当
ノ

論
理
ア
ル

カ

為
ナ
リ
謹
ン

テ
精
密
ノ

統
計
ヲ

具
シ

修
正
ノ

意
見
ヲ

付
シ

テ
進
達
ス

冀
ク
ハ

神
聖
有
力
ナ
ル

我
衆
議
院

貴
族
院

ノ

決
議
ニ

付
セ

ラ
レ

ン

コ

ト
ヲ

区

々

ノ

微
衷
肯
テ
赤
心
ヲ

吐
ク

　
頓
首

明
治
廿
四
年
二

月

神
奈
川
県
橘
樹
郡
大
綱
村
千
弐
百
六
十
一

番
地
平
民

飯

田

快

三
（
印
）

嘉
永
五
年
八
月
十
八
日
生

同
県
同
郡
同
村
弐
百
壱
番
地
平
民

椎

橋

宗

輔
（
印
）

天
保
九
年
十
二

月
廿
一

日
生

同
県
同
郡
同
村
九
十
四
番
地
平
民

吉

田

徳
次
郎
（
印
）

万
延
元
年
四

月
一

日
生

同
県
同
郡
同
村
千
九
十
番
地
平
民

伊

東

伊

輔
（
印
）

文
久
元
年
三
月
十
四
日
生

同
県
同
郡
同
村
四

十
三
番
地
平
民

吉

田

金

作
（
印
）

文
久
二

年
四

月
五
日
生

同
県
同
郡
同
村
千
百
十
七
番
地
平
民伊

東

政

吉
（
印
）

文
久
二

年
六
月
十
五
日
生

同
県
同
郡
同
村
千
百
五
十
六
番
地
平
民

吉

田

喜

助
（
印
）

元
治
元
年
十
月
六
日
生

（
飯
田
助
丸
氏
蔵
）

（
注
）
大
磯
町
教
育
委
員
会
所
蔵
資
料
に

同
様
の

も
の

が
あ
る
。

一

八
四

　
橘
樹

久
良
岐

都
筑
三
郡
地
価
修
正
請
願
費
予
算

決
議
書

三
郡
地
価
修
正
請
願
費
予
算
決
議
書
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一

　
金
百
参
拾
六
円
五
拾
九
銭

　
支
出
予
算

但
橘
樹
久
良
岐
都
筑
三
郡
地
租
金
拾
参
万
六
千
五
百
九
拾
壱
円
九
拾
銭
ニ

割
地
租
金
壱
円
ニ

付
壱
厘
宛
ノ

目
的
ヲ

以
テ
出
金
ス

ル

モ

ノ

ト
シ

支
出

ノ

細
目
左
ノ

如
シ

一

　
委
員
手
当
ハ

東
京
同
盟
事
務
所
ヘ

出
頭
ス

ル

ト
キ
ハ

一

日
金
壱
円
ト
シ

本

会
委
員
会
及
県
下
各
郡
ヘ

出
張
ス

ル

手
当
一

日
金
七
拾
銭
ト
シ

別
ニ

東
京
同

盟
事
務
所
ヘ

出
張
ス

ル

旅
費
ハ

汽
車
料
ノ

下
等
ヲ

付
与
ス

管
内
出
張
旅
費
ハ

一

里
金
八
銭
ノ

積
リ

一

　

雇
書
記
ハ

一

日
金
五
拾
銭
小
使
ハ

一

日
金
三
拾
銭
ト
ス

一

　

借
家
料
ハ

一

日
金
壱
円
五
拾
銭
ト
ス

一

　
郵
電
費
及
印
刷
料
紙
墨
炭
薪
其
他
諸
雑
費
ハ

実
際
支
用
ヲ

要
ス

ル

モ

ノ
ニ

限
リ
付
与
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

右
之
通
本
日
委
員
会
ニ

於
テ
決
議
候
ニ

付
テ
ハ

重
テ
異
議
無
之
タ
メ
〓
ニ

署
名

捺
印
ス

ル

モ

ノ

ナ
リ

明
治
廿
四
年
九
月
十
九
日

添

田

知

義
印

平

沼

九
兵
衛
印

佐

藤

貞

幹
印

岡

重

孝
印

桜

井

光

興
印

井

田

文

三
印

田

辺

新

六
印

鈴
木

政
右
衛
門
印

（
飯
田
助
丸
氏
蔵
）

一

八
五

　
地
価
修
正
請
願
運
動
関
係
書
簡
（
一

－
一

三

）

（一）

拝
啓
時
下
残
暑
甚
敷
候
処
益
々

健
全
奉
大
賀
候

陳
者
曽
テ

新
聞
紙
上
ニ

テ
御
承
知
も
可
有
之
去
五
月
ノ

中
旬
大
坂
府
外
十
九
県

連
合
ニ

テ
大
坂
ニ

於
イ
テ
大
会
ヲ

開
キ
地
価
修
正
請
願
同
盟
会
ヲ

組
織
シ

同
会

ノ

決
議
ニ

テ
去
六
月
ヨ

リ
東
京
ニ

事
務
所
ヲ

設
ケ
各
府
県
ヨ

リ
委
員
ヲ

上
京
セ

シ

メ

目
下
専
ラ

修
正
請
願
ノ

方
法
取
調
中
ノ

由
ニ

テ
別
紙
調
査
表
送
付
有
之
且

同
会
委
員
本
県
下
遊
説
ト
シ

テ
去
日
出
張
有
之
面
会
ノ

上
意
見
ヲ

聞
ク
ニ

至
極

請
願
ノ

方
針
も
相
当
ト
存
候
間
本
県
下
ニ

於
て

も
各
郡
ニ

加
盟
者
有
之
就
テ
ハ

此
事
タ
ル

ヤ

政
党
問
題
ニ

ア
ラ
ス

シ

テ
国
民
一

般
挙
テ
希
望
ス

ル

所
ナ
レ

ハ

本

郡
ニ

於
テ
モ

同
盟
い

た
し
度
候
間
不
取
敢
本
郡
久
良
岐
都
築
三
郡
同
僚
会
ヲ

開

キ
篤
と
御
協
議
申
度
候
ニ

付
炎
暑
中
甚
乍
御
足
労
万
障
御
操
合
来
ル

廿
三
日
正

午
十
二

時
ヲ

期
シ

神
奈
川
台
田
中
屋
え
御
来
会
被
下
度
御
案
内
申
上
候
此
段
得

貴
意
度
如
斯
ニ

御
座
候
　
匆
々

敬
具

八
月
十
五
日

添
田
知
義
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飯
田
幽
谷
大
兄

別
表
弐
葉
御
参
考
之
為
メ

差
上
候
也

（
注
）
別
紙
別
表
と
も
欠
。

こ

の

書
簡
は
明
治
二

十
四
年
八
月
十
五
日
付
の

も
の

で

あ
る
。

（二）

拝
啓
予
而
御
承
知
も
可
有
之
地
価
修
正
請
願
之
件
大
坂
府
外
十
九
県
ニ

お
ゐ
て

地
価
修
正
請
願
同
盟
事
務
所
を
設
け
該
所
ニ

お
ゐ
て

山
口

県
を
比
例
と
し
て

調

査
し
た
る
に

宮
城
県
の

如
き
は
最
下
低
に
て

既
に

本
県
の

如
き
は
弐
倍
三
分
余

の

増
額
と
な
り
島
根
岡
山
等
に

継
き
高
点
の

第
四
に

当
た
り
実
に

驚
痛
之
至
に

あ
ら
す
や
依
之
本
県
下
同
盟
会
を
設
け
運
動
い

た
し
候
目
途
ニ

付
本
県
及
久
良

岐
都
筑
の

三
郡
を
以
同
盟
会
を
設
置
し
政
府
及
貴
衆
両
議
院
へ

請
願
し
地
租
の

軽
減
を
貫
徹
い

た
し

度
就
而
者
さ
し
向
き
加
盟
者
之
内
町
村
委
員
若
干
名
を
定

め
互
選
ニ

て

常
設
委
員
若
干
名
を
定
め

諸
務
の

整
理
上
担
当
い

た
さ
せ

候
積
り

該
費
用
は
地
租
金
壱
円
ニ

付
金
三
厘
以
内
を
以
完
結
の

目
的
ニ

付
為
御
承
引
大

字
限
り
御
相
談
被
下
地
租
を
納
む
る
も
の

は
加
盟
相
成
候
様
御
尽
力
之
様
御
依

お

よ
ひ

候
　
匆
々

不
一

二

申
乍
御
手
数
来
九
月
二

日
ま
て

に

成
否
御
回
答
被
下
度
御
依
頼
申
上
候

廿
四
年
八
月
廿
八
日

　
飯
田
快
三

金
子
久
林

（三）

拝
復
時
下
残
暑
甚
敷
益
御
健
勝
奉
賀
候
陳
者
去
日
ハ

失
敬
ニ

候
却
説
御
談
合
申

置
候
地
価
修
正
請
願
同
盟
人
員
御
報
知
相
成
御
手
数
多
謝
ニ

候
尚
同
件
ニ

付
来

ル

八
日
三
郡
設
立
委
員
ノ

集
会
ヲ

開
キ
経
費
ノ

予
算
及
ヒ

加
盟
者
ノ

確
定
ナ
シ

大
会
ノ

準
備
等
御
相
談
申
度
ニ

付
同
日
午
後
一

時
本
郡
役
所
ヘ

向
ケ
御
来
車
被

下
度
此
段
御
通
知
ニ

及
候
也

（
注
）
こ

の

葉
書
は
明
治
二

十
四
年
九
月
五
日
付
飯
田
快
三
宛
添
田
知
義
の

も
の

で

あ
る
。

（四）

拝
啓
陳
者
去
八
日

集
会
ノ

節
貴
翰
拝
誦
仕
候
処
目
今
眼
病
ニ

テ
御
困
リ
之
由
嘸

々

御
難
義
ト

奉
存
候
乍
併
流
行
眼
ナ
レ

ハ

近
ク
御
善
愈
必
然
ノ
コ

ト
ト

存
候
扨

当
日
ノ

集
議
ニ

予
算
相
定
目
下
印
刷
中
ニ

有
之
候
三
郡
大
会
ハ

来
ル

十
七
八
日

頃
開
会
ノ

手
配
ニ

候
別
段
異
論
者
無
之
決
定
い

た
し
候
委
細
ハ

両
三
日
中
ニ

印

刷
物
御
送
付
ノ

ト
キ
可
申
上
候
右
当
用
如
斯
ニ

候
也

（
注
）
こ

の

葉
書
は
明
治
二

十
四

年
九
月
十
日
付
飯
田
快
三
宛
添
田
知
義
の

も
の

で
あ

る
。
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（五）

拝
啓
陳
ハ

昨
日
出
京
請
願
書
ハ

今
五
日

奉
呈
相
済
就
テ
ハ

地
価
修
正
問
題
来
ル

八
九
両
日

頃
ハ

衆
議
院
ノ

討
論
ニ

相
成
候
由
ニ

付
来
ル

八
日
御
傍
聴
ヲ

兼
一

方

事
務
も
有
之
ニ

付
一

両
日

滞
在
候
積
リ
ニ

テ
御
出
京
相
成
度
如
何
れ
郡
長
送
迎

会
ニ

委
細
可
申
尽
候
也

十
二

月
五
日

（
注
）
こ

の

葉
書
は
明
治
二

十
四

年
十
二

月
五
日
付
飯
田
快
三
宛
添
田
知
義
の

も
の

で

あ
る
。

（六）

拝
啓
陳
者
兼
テ

御
心
配
被
下
候
地
価
修
正
問
題
之
義
去
十
八
日
以
来
廿
五
年
度

予
算
ノ

議
事
ニ

取
掛
リ
跡
廻
シ

ト
相
成
甚
不
都
合
ニ

付
修
正
派
ノ

代
議
士
ヨ

リ

緊
急
動
議
ヲ

提
出
致
サ
セ

漸
ク
問
題
ト
ナ
リ
昨
廿
一

日
第
二

読
会
ノ

議
事
ヲ

開

ク
コ

ト
ニ

決
定
シ

昨
日
午
後
一

時
ヨ

リ
開
儀
セ

シ
ニ

天
春
又
衛
提
出
案
ニ

大
多

数
ニ

テ
第
二

読
会
ヲ

可
決
シ

尚
引
続
第
三
読
会
則
チ
確
定
議
ヲ

請
求
セ

シ

ニ

之

レ

モ

大
多
数
ニ

テ
決
定
シ

衆
議
院
ハ

修
正
ノ

事
ニ

確
定
セ

リ
之
レ

実
ニ

天
下
国

民
ノ

希
望
昨
日
ニ

シ

テ
貫
徹
シ

輿
論
ノ

勢
力
恐
ル

ヘ

シ

右
ニ

付
不
取
敢
今
廿
二

日
修
正
派
各
府
県
ノ

委
員
打
寄
祝
宴
ヲ

江
東
中
村
楼
ニ

テ
相
開
キ
候
筈
ニ

有
之

就
テ
ハ

各
府
県
ノ

出
京
人
ハ

弐
百
名
モ

有
之
然
ル

ニ

我
カ

県
ノ

委
員
及
ヒ

出
席

人
ハ

僅
々

弐
三
名
ニ

テ
如
何
ニ

モ

我
県
下
ノ

恥
辱
ニ

有
之
殊
ニ

此
祝
宴
ハ

貴
族

院
議
員
諸
君
ニ

対
シ

示
威
運
動
ニ

テ

修
正
派
ノ

勢
力
ヲ

輝
シ
一

ノ

策
略
上
ニ

有

之
故
ニ

可
成
多
数
ノ

出
席
ヲ

望
ミ
且
大
祝
宴
ヲ

開
ク

義
ニ

付
歳
末
御
多
忙
ト
ハ

存
候
得
共
是
非
御
繰
合
午
後
二

時
ま
て
ニ

御
来
会
被
成
下
度
右
等
ノ

手
配
之
為

メ

拙
者
昨
夜
終
列
車
ニ

テ
帰
宅
シ

夜
中
各
所
ニ

急
書
ヲ

発
セ

シ

次
第
ニ

有
之
夫

是
御
酌
量
御
出
席
之
程
偏
ニ

奉
願
候
右
当
用
取
急
キ
書
外
尚
可
申
述
候
　
匆
々

不
一十

二

月
廿
二

日

　
知

義

飯
田
快
三
殿

（
注
）
こ

の

書
簡
は
明
治
二

十
四

年
十
二

月
二

十
二

日
付
の

も
の

で

あ
る
。

（七）

拝
啓
陳
者
去
廿
五
日
ハ

突
然
衆
議
院
ノ

解
散
ニ

テ
実
ニ

意
想
外
之
大
英
断
ニ

テ

恐
愕
之
至
ニ

御
座
候
地
価
修
正
一

件
も
漸
々

下
院
ノ

議
決
ヲ

経
テ
貴
族
院
ノ

通

過
ヲ

望
ミ

居
候
所
今
回
ノ

解
散
ニ

テ
尽
力
も
水
泡
ニ

属
シ

甚
タ
遺
憾
之
事
ニ

候

乍
併
国
民
輿
論
ノ

ア
ル

所
ヲ

示
シ

タ
レ

ハ

第
三
期
議
会
ニ

テ
モ

必
ス

可
決
ス

ル

モ

ノ

ト

存
候
扨
今
回
之
解
散
ニ

就
テ
ハ

後
任
代
議
士
ノ

選
挙
之
レ

ナ
リ
実
ニ

此

度
ハ

篤
と

御
相
談
ノ

上
ニ

テ
人
選
い

た
し
度
候
夫
是
来
一

月
五
日
新
年
宴
会
之

節
御
協
議
い

た
し
度
候
且
地
価
修
正
一

件
継
続
之
義
も
有
之
旁
同
日
ハ

万
障
御
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繰
合
午
前
十
時
ま
て
に

御
出
席
被
下
度
御
依
頼
申
上
候
此
義
他
ノ

諸
氏
ヱ

も
御

通
知
申
置
候
右
者
当
用
ま
て

書
外
来
春
拝
眉
方
々

可
申
尽
候
　
草
々

不
悉

十
二

月
廿
八
日

　
知

義

飯
田
賢
兄
貴
下

（
注
）
こ
の

書
簡
は
明
治
二
十
四

年
十
二

月
二

十
八
日
付
の

も
の

で

あ
る
。

（八）

拝
啓
陳
者
地
価
修
正
問
題
ノ

世
論
ニ

上
リ
シ

以
来
吾
同
盟
府
県
ノ

有
志
ハ

東
奔

西
馳
日
モ

亦
足
ラ
ス

遂
ニ

衆
議
院
ニ

於
テ
大
多
数
ノ

決
議
ヲ

為
ス

ニ

至
リ
候
段

素
ヨ

リ
地
価
修
正
其
モ

ノ
ヽ

正
理
公
論
タ
ル

ニ

職
由
ス

ル

ハ

論
ヲ

俟
タ
ス

候
得

共
抑
モ

亦
偏
ニ

有
志
諸
君
カ

敢
為
勇
進
万
艱
ヲ

凌
キ
百
難
ヲ

排
シ

辛
苦
経
営
シ

タ
ル

ノ

結
果
ナ
リ
ト
相
信
シ

候
今
ヤ
一

朝
衆
議
院
解
散
ノ

不
幸
ニ

遭
遇
シ

為
メ

ニ

地
価
修
正
事
業
ノ

大
成
ヲ

シ

テ
遅
緩
ナ
ラ
シ

メ
タ
ル

ノ

憾
ナ
シ

ト
セ

サ
ル

モ

是
レ

畢
竟
政
海
ノ

常
態
亦
深
ク
憂
ト
ス

ル

ニ

足
ラ
サ
ル

義
ト

存
候
吾
同
志
ハ

倍

々

進
ン

テ
不
撓
不
屈
ノ

精
神
ヲ

鼓
舞
シ

誓
テ
此
目
的
ヲ

貫
徹
ス

ヘ

キ
ハ

敢
テ
不

肖
等
ノ

言
ヲ

俟
タ
サ
ル

所
ナ
リ
ト

被
存
候
而
シ

テ
其
目
的
ヲ

貫
徹
ス

ル

更
ニ

次

期
代
議
士
撰
挙
ノ

結
果
奈
何
ニ

ヨ

リ
予
テ
他
日
ノ

成
否
ヲ

ト
ス

ル

ニ

足
ル

ヘ

ク

諸
君
カ

国
家
ノ

為
メ

多
年
ノ

宿
望
ヲ

達
シ

尽
瘁
竭
力
ス

ヘ

キ

緊
要
ノ

時
機
ナ
リ

ト
存
候
其
代
議
士
撰
挙
ノ

結
果
ニ

シ

テ
依
然
前
会
ノ

如
ク
吾
修
正
派
ノ

議
員
多

ク
勝
ヲ

占
メ
ン

カ

実
ニ

慶
賀
ノ

至
ナ
リ
ト

雖
モ

若
シ

不
幸
ニ

シ

テ
反
対
者
ノ

勝

利
ニ

帰
セ

ン

カ

吾
修
正
派
カ

既
往
幾
多
ノ

経
営
ト
将
来
多
望
ノ

目
的
ト
ハ

忽
チ

蹉
躓
ノ

厄
運
ニ

罹
リ
国
家
ノ

為
メ

痛
惜
悲
哀
ノ

境
遇
ニ

沈
淪
セ

サ
ル

可
カ
ラ

サ

ル

義
ト

焦
心
苦
慮
ニ

不
堪
候
是
レ

諸
君
カ

目
下
寸
時
モ

軽
忽
ニ

看
過
ス

ベ

カ

ラ

サ
ル

最
要
緊
急
ノ

時
機
ニ

シ

テ
素
ヨ

リ
夙
ニ

深
慮
画
策
相
成
候
義
タ
ル

ハ

申
迄

モ

無
之
候
得
共
此
上
一

層
御
尽
力
ヲ

賜
リ
度
〓
ニ

同
盟
府
県
評
議
委
員
会
決
議

書
御
配
付
ニ

際
シ

聊
カ
一

言
ヲ

添
ヘ

得
貴
意
候
草
々

敬
具

明
治
二

十
五
年
一

月

板

東

勘
五
郎

木

村

誓
太
郎

秋

岡

義

一

飯
田
快
三
殿

（九）

拝
啓
陳
者
本
月
五
日

宴
会
之
節
御
相
談
申
候
地
価
修
正
請
願
費
第
二

回
御
出
金

之
分
来
ル

廿
七
日
郡
役
所
会
同
之
節
御
持
参
被
下
度
此
段
及
御
依
頼
申
候
也

一

月
廿
四
日

（
注
）
こ

の

葉
書
は
明
治
二

十
五
年
一

月
二

十
四
日
付
飯
田
快
三
宛
添
田
知
義
の

も
の

で

あ
る
。
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（一〇）

拝
啓
陳
者
第
三
期
帝
国
議
会
ヱ

地
価
修
正
問
題
提
出
ス

ル

コ

ト
ニ

決
定
致
右
ニ

付
来
五

月
一

日
午
後
一

時
ヲ

期
シ

江
東
中
村
楼
ニ

於
テ
各
府
県
同
盟
者
ノ

大
会

ヲ

開
キ

輿
論
ノ

大
勢
ヲ

示
シ

貴
衆
両
院
之
賛
成
ヲ

得
今
回
ハ

是
非
実
行
ヲ

得
度

就
テ
ハ

可
成
多
数
ノ

出
席
ヲ

希
望
ス

ル

義
ニ

有
之
候
間
乍
御
多
忙
御
繰
合
必
ス

同
日
御
来
会
被
下
度
奉
仰
候
殊
ニ

山
田
等
ニ

対
シ

テ
も
本
郡
熱
望
ノ

示
威
ヲ

知

ラ
シ

ム

ル

モ

大
ニ

将
来
ノ

策
ト

存
候
間
夫
是
御
出
席
被
下
度
候
此
義
椎
橋
其
他

ヱ

も
御
通
知
被
下
可
成
多
数
ノ

御
出
頭
奉
関
待
候
右
得
貴
意
度
御
通
知
旁
如
斯

ニ

御
座
候

草
々

不
一

四
月
廿
五
日

　
添
田
知
義

飯
田
快
三
様

貴
下

尚
々

子
安
中
原
両
氏
エ

も
出
席
ヲ

仰
キ
望
候
也

（
注
）
こ

の

書
簡
は
明
治
二

十
五
年
四

月
二

十
五
日
付
の

も
の

で

あ
る
。

（一一）

拝
啓
地
価
修
正
同
盟
者
大
会
之
儀
五
月
一

月
開
会
之
処
都
合
ニ

依
リ
同
月
五
日

午
後
一

時
ヨ

リ
東
京
市
江
東
中
村
楼
ニ

相
開
キ
候
条
御
来
会
被
成
下
度
此
段
得

貴
意
候
也

四
月
二

十
八
日

在
東
京

添
田
知
義

（
注
）
こ

の

葉
書
は
明
治
二

十
五
年
四

月
二

十
八
日
付
飯
田
快
三
宛
の

も
の

で

あ
る
。

（一二）

拝
啓
陳
者
兼
而
御
通
知
申
置
候
地
価
修
正
一

件
目
下
単
行
並
行
ノ
二

論
ニ

テ
実

ニ

緊
要
ノ

場
合
ニ

付
明
後
五
日

江
東
中
村
楼
大
会
ニ

ハ

是
非
御
繰
合
御
来
会
被

成
下
度
重
而
御
通
知
申
入
候
也

五
月
三
日

（
注
）
こ

の

葉
書
は
、

明
治
二

十
五
年
五
月
三
日
付
飯
田
快
三
宛
添
田
知
義
の

も
の

で

あ
る
。

（一三）

拝
啓
陳
者
今
十
四
日

地
価
修
正
問
題
大
多
数
ニ

テ
衆
議
院
確
定
ス

此
旨
同
盟
諸

氏
ヱ

御
通
知
相
成
度
不
取
敢
御
報
告
申
入
候
也

五
月
十
四
日
　
后
六
時

（
飯
田
助
丸
氏
蔵
）

（
注
）
こ

の

葉
書
は
明
治
二

十
五
年
五
月
十
四
日
付
飯
田
快
三
宛
添
田
知
義
の

も
の

で

あ
る
。
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一

八
六

　
地
価
修
正
請
願
書

地
価
修
正
請
願
書

神
奈
川
県
　
謹
テ
一

書
ヲ

貴
族
院
議
長
侯
爵
蜂
須
賀
茂
昭
殿
閣
下
ニ

呈
シ

地
価

修
正
ノ

義
ヲ

請
願
ス

抑
我
国
現
制
地
価
ノ

不
権
衡
ニ

シ

テ
地
租
負
担
ノ

偏
重
甚
タ
失
衡
ア
リ
之
レ

ヲ

矯
正
シ

公
平
均
一

ニ

期
セ

シ

メ
ン

コ

ト
ヲ

企
図
ス

ル

ハ

天
下
国
民
輿
論
ノ

唱
道

ス

ル

所
之
レ

カ

是
非
ヲ

喋
々

セ

ザ
ル

モ

大
勢
ノ

嚮
フ

所
復
タ
動
ス

ヘ

カ
ラ
ザ
ル

定
論
ナ

リ
故
ニ

第
一

期
議
会
以
来
地
価
修
正
ノ

必
要
ヲ

請
願
ス

ル

府
県
二

十
有

七
ノ

多
キ
ニ

至
ル

已
ニ

其
上
願
書
ヲ

呈
ス

ル

コ

ト
四
回
ニ

及
フ

殊
ニ

昨
年
第
四

期
議
会
ノ

開
会
ニ

臨
ミ

該
修
正
法
案
ノ

提
出
ヲ

政
府
ニ

懇
願
セ

シ

ニ

現
内
閣
ハ

此
問
題
ニ

就
キ

国
民
輿
論
ノ

大
勢
ト
衆
議
院
可
決
ノ

経
歴
ト
ヲ

考
ミ

地
租
ノ

偏

重
ニ

失
ス

ル

部
分
ニ

限
リ
修
正
ノ

必
要
ヲ

認
メ
ラ
レ

田
畑
特
別
修
正
法
案
ヲ

提

出
セ

ラ
レ

之
レ

ト
同
時
ニ

内
閣
総
理
大
臣
ハ

開
会
ニ

臨
ミ

第
一

ニ

施
政
ノ

方
針

ト
シ

テ
演
説
ニ

曰
ク

国
家
経
済
ノ

発
達
ヲ

図
ル

政
策
ノ
一

著
手
ト
シ

テ
此
ニ

農

民
ノ

負
荷
ス

ル

田
畑
地
価
ノ

偏
重
失
衡
ノ

甚
シ

キ
モ

ノ
ヲ

低
減
セ

ン

ト
ス

抑
モ

地
価
ノ

均
一

ヲ

欠
ケ
ル

ハ

独
リ
民
間
ニ

於
テ
物
議
ア
ル

ノ
ミ

ナ
ラ
ス

政
府
ニ

於

テ
モ

亦
夙
ニ

其
偏
重
ア
ル

ヲ

憂
ヒ

常
ニ

其
調
査
ニ

怠
ラ
ザ
リ
シ

而
シ

テ
今
ヤ

其

結
果
ト
シ

テ
将
ニ

之
レ

ヲ

決
行
セ

ン

ト
ス

ト
公
示
セ

ラ
レ

タ
リ
之
レ

現
内
閣
カ

国
民
ニ

対
シ

意
志
ヲ

発
表
シ

改
租
以
来
十
有
八
九
年
ノ

久
シ

キ

最
大
困
難
ヲ

感

ズ
ル

偏
重
負
担
ノ

疾
苦
ヲ

免
レ

シ

メ

我
国
ノ

地
租
ヲ

公
平
均
一

ニ

期
シ

恩
ニ

感

ジ

怨
ニ

泣
ク
ノ

民
ナ
カ

ラ
シ

メ
ン

ト
ノ

主
意
ヲ

以
テ
該
法
案
ヲ

提
出
セ

ラ
レ

タ

ル

ヤ

明
ナ
リ
ト
ス

其
当
時
我
々

農
民
等
ハ

始
テ

積
年
ノ

宿
望
ヲ

達
ス

ル

ノ

時
至

レ

リ
ト
心
竊
ニ

感
喜
仕
貴
衆
両
院
ノ

決
議
如
何
ン

ヲ

待
ツ
ニ

衆
議
院
ハ

前
例
ニ

依
リ
忽
チ
大
多
数
ニ

テ
可
決
セ

ラ
レ

タ
ル

ニ

豈
計
ラ
ン

貴
院
ニ

於
テ
ハ

之
レ

ニ

反
対
セ

ラ
レ

其
理
由
ヲ

聞
ク
ニ

目
下
社
会
殖
産
工

業
進
歩
発
達
ニ

際
シ

鉄
道
ノ

布
設
港
湾
ノ

修
築
運
輸
交
通
ノ

便
治
水
ノ

改
修
等
其
他
専
ラ

起
工

経
営
ノ

時
ニ

当
リ
現
制
地
価
ヲ

修
正
ス

ル

モ

今
後
数
年
ヲ

出
デ
ズ

運
輸
交
通
ノ

変
遷
ニ

依
リ

物
価
ノ

高
低
ヲ

来
タ
シ

再
ヒ

地
価
ノ

異
動
ヲ

生
ス

ル

ト
ノ

懸
念
ヲ

懐
カ
レ

特
ニ

国
防
軍
備
ノ

不
完
全
ナ
ル

今
日
国
家
経
済
ノ

財
源
ヲ

減
縮
シ

地
価
ヲ

修
正
低
減

ス

ル

カ

如
キ
ハ

大
計
ヲ

誤
リ
タ
ル

不
政
策
ナ
リ
ト
ノ

見
解
ヲ

下
シ

終
ニ

本
案
ハ

否
決
ノ

不
幸
ニ

遭
遇
シ

我
々

農
民
等
ノ

渇
望
ハ

空
シ

ク

消
滅
シ

実
ニ

悲
歎
ニ

堪

ヱ

ザ
ル

所
ナ
リ
然
レ

ト
モ

本
問
題
タ
ル

第
一

期
議
会
以
来
毎
期
請
願
書
ヲ

呈
シ

修
正
ノ
必
要
ヲ

詳
細
列
記
縷
陳
セ

シ

如
ク

輿
論
ノ

大
勢
必
成
ヲ

期
セ

ザ
レ

バ

飽

マ

デ
止
マ

ラ
ザ
ル

決
心
ア
ル

ハ

昭
明
ス

ル

所
ナ
リ
又
政
府
モ

夙
ニ

地
租
ノ

偏
重

ア
ル

ヲ

憂
ヒ

之
レ

カ

低
減
ヲ

決
行
セ

ン

コ

ト
ヲ

怠
ラ
ザ
リ
シ

ト
公
言
シ

務
メ
テ

国
民
ノ

疾
苦
ヲ

免
除
セ

ン

コ

ト
ヲ

望
マ

ル

ヽ

ニ

拘
ラ
ス

独
リ
貴
院
ニ

於
テ
反
対

セ

ラ
レ

タ
ル

理
由
ハ

甚
タ
了
解
ニ

苦
ム

所
ナ
リ
ト
雖
モ

是
又
国
家
前
途
ヲ

思
ヒ
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今
後
世
態
ノ

変
遷
ト
共
ニ

地
価
ノ

異
動
ヲ

生
ス

ヘ

ク
且
国
庫
財
源
ニ

乏
シ

ク

新

税
ヲ

起
サ
ヽ

レ

ハ

決
行
ス

ル

コ

ト
難
シ

ト
ノ

判
断
ヲ

付
セ

ラ
レ

勢
ヒ

爰
ニ

至
リ

シ

モ

ノ

ト
推
考
セ

シ

モ

如
何
ン

セ

ン

積
年
国
民
ガ
苦
心
ノ

感
害
ヲ

除
カ
ン

ト
欲

シ

挙
テ
必
成
ヲ

熱
望
ス

ル

ノ

ミ
ナ
ラ
ズ

抑
又
一

国
租
税
法
ニ

シ

テ
同
一

物
ニ

偏

重
偏
軽
ア
ル

ハ

第
一

我
国
税
法
ノ

根
元
ヲ

誤
リ
タ
ル

一

大
欠
点
ニ

シ

テ
此
不
正

不
利
ナ
ル

税
法
ヲ

現
存
シ

置
ク
ハ

政
事
上
甚
シ

キ
失
体
ニ

シ

テ
之
レ

カ

改
良
矯

正
ヲ

計
ル

ハ

何
人
ノ

責
任
ソ

ヤ

之
レ

今
日
立
憲
政
度
ヲ

執
行
ス

ル

権
利
ア
ル

議

員
諸
君
カ
当
然
尽
ス

ヘ

キ
ノ

職
務
ナ
ル

ヤ

論
ヲ

俟
タ
ズ

况
ン

ヤ

現
在
国
庫
多
額

ノ

剰
余
金
ア
リ
テ
正
ニ

之
レ

カ
処
分
ノ

方
法
考
案
中
ナ
リ
ト
聞
ク

此
時
ニ

当
リ

地
価
ノ

低
減
ヲ

成
ス

ハ

最
モ

時
機
ヲ

得
タ
ル

所
ニ

シ

テ
若
シ

此
機
ヲ

失
シ

他
日

之
レ

ヲ

求
ム

ル

ノ

時
ア
ル

ヤ

否
決
シ

テ
之
ナ
キ
ノ

ミ

ナ
ラ
ズ

目
下
緊
急
重
大
ノ

問
題
ナ
レ

ハ

閑
慢
ニ

付
シ

置
カ

如
キ
ハ

憲
法
ノ

御
主
意
ニ

悖
リ
立
憲
政
ノ

大
ナ

ル

汚
点
ト
言
フ

モ

敢
テ
過
言
ニ

ア
ラ
ス

依
之
本
年
議
会
ニ

於
テ
速
ニ

修
正
法
案

ヲ

可
決
セ

ラ
レ

農
民
ノ

疾
苦
ヲ

除
却
シ

始
メ

テ
立
憲
政
ノ

美
挙
ニ

浴
セ

シ

メ
ラ

レ

ン

コ

ト
ヲ

希
望
ノ

至
リ
ニ

堪
エ

ス

若
シ

然
ラ
ズ

又
モ

第
四
期
議
会
ノ

如
ク

否

決
ノ

不
幸
ア
リ
タ
ル

ト
キ
ハ

我
々

ニ

於
テ
モ

決
心
ス

ル

所
ア
リ
第
一

期
議
会
以

来
已
ニ

四
箇
年
ノ

星
霜
ヲ

経
テ
請
願
五
回
ニ

及
ブ
其
間
専
ラ

謹
身
着
実
ヲ

旨
ト

シ

哀
願
ヲ

成
ス

モ

其
意
徹
底
セ

ザ
ル

以
上
ハ

本
年
ノ

議
会
ニ

対
シ

覚
悟
ナ
カ
ル

ベ

カ
ラ
ズ

是
皆
ナ

修
正
法
案
ニ

重
キ
ヲ

置
ク
ノ

結
果
ニ

シ

テ
或
ハ

行
政
ノ

進
路

ニ

就
キ
国
家
ノ

治
安
ヲ

害
ス

ル

ノ

挙
動
ア
ル

ヤ
モ

難
計
此
問
題
ニ

対
シ

国
民
ノ

輿
論
最
早
積
極
的
ニ

進
ミ
必
成
ヲ

期
シ

テ
止
マ

ザ
レ

ハ

伏
テ
願
ク
ハ

賢
明
ナ
ル

議
員
諸
君
能
ク

此
民
情
ヲ

視
察
セ

ラ
レ

本
年
ノ

議
会
ニ

於
テ
必
ス

修
正
法
案
ヲ

可
決
セ

ラ
レ

畏
ク
モ
〔
賦
ニ

厚
薄
ノ

弊
ナ
ク

民
ニ

労
逸
ノ

偏
ナ
カ
ラ
シ

メ
ト
ノ

〕

上
諭
ニ

背
カ
ス

速
ニ

施
行
ニ

至
ラ
ン

コ

ト
ヲ

某
等
懇
願
ノ

至
リ
ニ

堪
ヱ

ス

誠

惶
頓
首
再
拝

（
添
田
茂
樹
氏
蔵
）

（
注
）
本
資
料
は
明
治
二

十
六
年
の

も
の

と
推
定
さ
れ
る
。

一

八
七

　
地
租
増
徴
案
反
対
請
願
書

非
地
租
増
徴
請
願
書

今
ヤ

第
十
三
議
会
ニ

際
シ

政
府
ハ

三
十
二

年
度
歳
入
予
算
ニ

地
租
ヲ

百
分
ノ

四

ト

為
ス

増
徴
案
ヲ

発
セ

リ
熟
ラ

考
フ

ル

ニ

帝
国
ノ

財
政
ヲ

シ

テ
今
日
ノ

困
備
ヲ

誘
致
セ

シ

ハ

第
九
議
会
ニ

軍
備
拡
張
ヲ

過
大
ニ

失
シ

タ
ル

ニ

基
因
ス

実
ニ

世
界

ニ

名
誉
ヲ

顕
彰
ス

ヘ

キ
戦
役
ハ

却
テ
国
家
ノ

疲
弊
ヲ

来
タ
シ

列
強
ノ

侮
辱
ヲ

速

ク
ノ

非
運
ニ

陥
ル

之
レ

当
時
ノ

為
政
者
ニ

確
乎
不
抜
ノ

見
識
無
カ

リ
シ

ト

軍
人

跋
扈
僣
越
ノ

行
為
有
リ
シ

ト
ニ

帰
ス

要
ス

ル

ニ

軍
備
ヲ

国
力
ト

民
度
ト
ニ

照
応

シ

テ
宜
ク
之
ヲ

緊
縮
ス

ル

ニ

非
ラ
サ
ル

ヨ

リ
ハ

総
テ
ノ

増
税
ハ

終
ニ

焦
石
ニ

水

ヲ

注
ク
ト
一

般
財
政
ノ

整
理
ハ

言
フ
ヘ

ク
シ

テ
其
実
ヲ

収
ム

ル

能
ハ

サ
ル

ヘ

シ
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殊
ニ

兵
員
ヲ

倍
加
シ

タ
ル

モ

地
租
ヲ

増
徴
ス

ル

モ

共
ニ

比
較
上
農
民
ノ

負
担
ヲ

加
重
ナ
ラ
シ

ム

ル

コ

ト
ハ

輿
衆
ノ

認
ム

ル

所
ナ

リ
然
ル

ニ

当
局
有
司
等
天
下
ニ

告
白
シ

能
ハ

サ
ル

私
情
ノ

為
メ
ニ

若
シ

誤
テ
此
際
地
租
増
徴
案
ヲ

通
過
ス

ル

如

キ
ア
ラ
ハ

只
ニ

農
民
ヲ

疾
苦
ニ

擠
ル

ヽ

ノ

ミ
ナ
ラ
ス

終
ニ

帝
国
ノ

体
面
ヲ

汚
損

ス

ル

莫
キ
ヲ

保
ス

ヘ

カ
ラ
ス

是
レ

偏
ニ

地
租
増
徴
ヲ

非
ト
ス

ル

所
以
也
冀
ク
ハ

貴
院
ニ

於
テ
速
カ
ニ

地
租
増
徴
案
ヲ

否
決
セ

ラ
レ

ン

コ

ト
ヲ

敢
テ
情
ヲ

陳
シ

謹

テ
請
願
候
也

明
治
三
十
一

年
十
二

月

神
奈
川
県
武
蔵
国
都
筑
郡

中
里
村
大
字
下
谷
本

吉

浜

一

作
（
印
）

飯

田

七

蔵
（
印
）

飯

田

伊
兵
衛
（
印
）

飯

田

金
兵
衛
（
印
）

飯

田

隼
次
郎
（
印
）

飯

田

国

蔵
（
印
）

飯

田

元
右
衛
門
（
印
）

飯

田

嘉
平
次
（
印
）

飯

田

新
次
郎
（
印
）

広

田

政
五
郎
（
印
）

広

田

角
右
衛
門
（
印
）

広

田

駒

吉
（
印
）

広

田

仙

蔵
（
印
）

広

田

甚

吉
（
印
）

広

田

房

吉
（
印
）

安

藤

力

蔵
（
印
）

広

田

万
太
郎
（
印
）

飯

田

由
兵
衛
（
印
）

飯

田

佐
兵
衛
（
印
）

飯

田

又

市
（
印
）

飯

田

清
五
郎
（
印
）

飯

田

良

治
（
印
）

飯

田

廉
之
助
（
印
）

飯

田

来

蔵
（
印
）

飯

田

藤
三
郎
（
印
）

飯

田

万

蔵
（
印
）

飯

田

初
五
郎
（
印
）

飯

田

伝

蔵
（
印
）

飯

田

槇

蔵
（
印
）

飯

田

政
右
衛
門
（
印
）

飯

田

喜
太
郎
（
印
）

小

島

要

蔵
（
印
）

小

島

兼

吉
（
印
）

小

島

源

助
（
印
）

内

野

秀
次
郎
（
印
）

内

野

岑

吉
（
印
）

内

野

熊

蔵
（
印
）

吉

浜

島

吉
（
印
）

鈴

木

乙

八
（
印
）

谷

本

与

市
（
印
）

中

島

□
治
郎
（
印
）

中

村

仲
治
郎
（
印
）

中

島

平
治
郎
（
印
）

中

嶋

仙
太
郎
（
印
）

中

嶋

米

蔵
（
印
）

中

嶋

鉄
五
郎
（
印
）

加

藤

甚
太
郎
（
印
）

徳

江

太

市
（
印
）

柳

下

三
津
五
郎
（
印
）

柳

下

半

蔵
（
印
）

小

嶋

四
方
蔵
（
印
）

吉

浜

源
次
郎
（
印
）

柳

下

力

蔵
（
印
）

吉

浜

平
右
衛
門
（
印
）

加

藤

今

蔵
（
印
）

徳

江

竹

蔵
（
印
）
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徳

江

兵
右
衛
門
（
印
）

加

藤

新
五
郎
（
印
）

吉

浜

太
郎
衛
門
（
印
）

鈴

木

徹

蔵
（
印
）

吉

浜

太
郎
吉
（
印
）

吉

浜

玉
次
郎
（
印
）

岡

村

初
五
郎
（
印
）

吉

浜

増
五
郎
（
印
）

吉

浜

恭
三
郎
（
印
）

吉

浜

房

吉
（
印
）

吉

浜

文

吉
（
印
）

吉

浜

常

吉
（
印
）

吉

浜

亦
次
郎
（
印
）

吉

浜

藤
□
□
（
印
）

吉

浜

八
左
衛
門
（
印
）

岡

村

庄

蔵
（
印
）

（
吉
浜
俊
彦
氏
蔵
）

（
注
）
都
筑
郡
中
里
村
鉄
金
子
利
右
衛
門
他
六
十
二

名
か

ら
提
出
さ
れ
た
十
二

月
二

十

日
付
の

同
文
の

「
請
願
書
」
が
あ
る
。

一

八
八

　
田
畑
地
価
修
正
請
願
書

田
畑
地
価
修
正
ノ

請
願

我
国
田
畑
地
価
ノ

制
タ
ル

ヤ

明
治
八
年
政
府
カ

地
租
条
例
ノ

法
律
ヲ

発
布
シ

田

畑
土
地
ノ

丈
量
地
位
ノ

瘠
肥
収
穫
ノ

多
少
ヲ

調
査
シ

米
価
ノ

平
均
額
ヲ

以
テ
地

価
地
租
ヲ

定
同
九
年
始
テ
我
国
地
租
ノ

税
法
ヲ

実
行
シ

タ
ル

モ

ノ
ニ

テ
其
調
査

方
法
ニ

至
リ
テ
ハ

同
一

ノ

規
定
ニ

出
テ
タ
リ
ト
雖
モ

各
府
県
自
ラ

偏
重
偏
軽
ア

リ
税
率
ノ

重
キ
ニ

失
ス

ル

モ

ノ

不
少
殊
ニ

関
東
西
ノ

府
県
ノ

内
甚
シ

キ
等
差
ア

ル

ヲ

発
見
シ

明
治
弐
拾
三
年
十
一

月
帝
国
議
会
ノ

開
ク
ル

ヤ

関
西
大
坂
三
重
徳

島
ノ

府
県
有
志
主
唱
者
ト
ナ
リ
テ
田
畑
地
価
修
正
ノ

義
ヲ

唱
ヘ

全
国
ノ

府
県
ニ

檄
ヲ

伝
ヘ

之
ヲ

遊
説
シ

我
県
ノ

如
キ
モ

之
レ

ニ

同
意
ヲ

表
シ

地
価
修
正
期
成
同

盟
会
ヲ

起
シ

之
レ

ニ

応
ス

ル

モ

ノ

弐
府
弐
拾
三
県
ノ

多
キ
ニ

達
シ

〓
ニ

於
テ
貴

衆
両
院
ヘ

請
願
書
ヲ

提
出
シ

修
正
ノ

貫
徹
セ

ン

コ

ト
ヲ

望
ミ

我
カ

県
モ

之
レ

ニ

賛
成
ヲ

表
シ

余
ハ

此
事
ニ

関
シ

自
力
県
下
各
郡
ニ

遊
説
シ
一

同
ノ

賛
成
ヲ

得
テ

各
郡
二

三
名
ノ

代
表
者
ヲ

横
浜
ニ

招
集
シ

大
会
ヲ

開
キ
テ
決
議
実
行
ヲ

ナ
サ
ン

カ

為
メ

各
郡
ニ

委
員
若
干
名
ヲ

選
出
セ

シ

メ

請
願
ニ

対
ス

ル

事
務
ヲ

担
任
セ

シ

メ
議
会
開
会
中
滞
京
ノ

事
務
所
ヲ

設
ケ
之
レ

ニ

合
宿
シ

運
動
ニ

要
ス

ル

経
費
ハ

各
郡
ノ

地
価
ニ

応
シ

支
出
セ

シ

メ
自
分
ハ

各
郡
ノ
推
選
ニ

依
リ
本
県
代
表
委
員

長
ト
ナ
リ
毎
議
会
ニ

出
京
滞
在
ヲ

ナ
シ

政
府
及
貴
衆
両
院
ニ

迫
リ
請
願
書
ヲ

提

出
ス

ル

コ

ト
五
回
ノ

多
キ
ニ

至
ル

其
他
関
東
西
各
府
県
ノ

本
問
題
ニ

対
ス

ル

状

況
ノ

巡
視
ヲ

ナ
シ

奔
走
尽
力
セ

シ
コ

ト
五
ケ
年
ノ

久
シ

キ
ニ

渉
リ
終
ニ

願
意
貫

徹
シ

政
府
モ

之
レ

ニ

同
意
ヲ

表
シ

両
院
ノ

決
議
ヲ

経
テ
弐
拾
七
年
ニ

於
テ
特
別

地
価
修
正
ノ

法
律
ヲ

発
布
セ

ラ
レ

本
県
ニ

於
テ
地
租
額
金
四
万
有
余
円
ノ

減
租

ト
ナ
リ
此
余
沢
ヲ

蒙
リ
シ

ハ

我
県
民
ノ

幸
福
ト
言
フ
ヘ

シ

之
レ

ヲ

要
ス

ル

ニ

本

問
題
ニ

就
キ
テ
ハ

余
カ

多
年
屈
セ

ス

耐
マ

ス

勤
励
ヲ

尽
セ

シ

効
果
預
テ
力
ア
リ

ト

言
フ
モ

敢
テ
過
言
ニ

ア
ラ
ス（「

添
田
知
義
履
歴
公
共
事
業
概
略

」
添
田
茂
樹
氏
蔵
）
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